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小牧市議会 
 

第 ２ 回 臨 時 会 提 出 予 定 議 案 の 概 要 
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条  例  案  

（議案第６１号）  

 

小牧市市税条例等の一部を改正する条例の制定について  

 

１  一 定 の 環 境 性 能 を 有 す る 三 輪 以 上 の 軽 自 動 車 税 の 税 率 の 軽 減 に つ い

て、現行の措置を１年間延長する。  

２  その他所要の規定の整備を行う。  

３  この条例は、公布の日から施行する。ただし、１は、平成２９年４月

１日から施行する。  

  

（議案第６２号）  

 

小牧市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ     

いて  

 

１  基礎課税額に係る課税限度額を５４万円（現行５２万円）に、後期高

齢者支援金等課税額に係る課税限度額を１９万円（現行１７万円）に引

き上げる。  

２  国民健康保険税の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減額の対象

となる所得の基準について、これらの額の５割を減額する基準について

は 被 保 険 者 等 １ 人 当 た り に 加 算 す る 金 額 を ２ ６ 万 ５ 千 円 （ 現 行 ２ ６ 万

円）とし、これらの額の２割を減額する基準については被保険者等１人

当たりに加算する金額を４８万円（現行４７万円）とする。  

３  この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

  

 
 


